
 

船舶事故調査報告書 

平成３１年４月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１０月３０日 １１時０３分ごろ 

発生場所 広島県三原市有
う

竜
りゅう

島南西方沖 

 高根
こ う ね

島灯台から真方位２９２°１海里付近 

 （概位 北緯３４°２０.４′ 東経１３３°０３.５′） 

事故の概要 引船第三十五住
すみ

吉
よし

丸は、台船（船名不詳）をえい
．．

航中、浅所に乗り

揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年１１月１６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第三十五住吉丸、１９トン 

２９３―３１１７９広島、住広海運有限会社 

Ｂ 台船 （船名不詳）、不詳 

  なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船尾部船底外板に擦過傷 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、三原市所在の造船所岸壁（以

下「本件岸壁」という。）に接岸する目的で、本件岸壁東方沖におい

てＢ船をえい
．．

航中、有竜島南西方沖の浅所（以下「本件浅所」とい

う。）に乗り揚げた。 

分析 Ａ船は、本件岸壁東方沖においてＢ船をえい
．．

航中、本件浅所に乗り

揚げたものと考えられるが、船舶所有者から情報が得られなかったこ

とから、乗揚に至った状況を明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、Ａ船が、本件岸壁東方沖においてＢ船をえい
．．

航中、本件

浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 


